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厚
生
労
働
省
が
こ
の
ほ
ど
発
表
し
た
二
〇

一
四
年
「
賃
金
引
き
上
げ
等
の
実
態
に
関
す

る
調
査
」
に
よ
る
と
、
二
〇
一
四
年
中
に
一

人
平
均
賃
金
を
引
き
上
げ
た
、
ま
た
は
引
き

上
げ
る
予
定
の
企
業
は
八
三
・
六
％
で
、
前

年
を
四
ポ
イ
ン
ト
弱
上
回
っ
た
。
一
人
平
均

賃
金
の
改
定
額
は
五
二
五
四
円
で
、
前
年
比

八
七
九
円
増
と
な
っ
た
。
定
期
昇
給
制
度
が

あ
る
企
業
の
う
ち
、
同
年
中
に
ベ
ー
ス
ア
ッ

プ
を
行
っ
た
、
ま
た
は
行
う
予
定
の
企
業
は
、

管
理
職
、
一
般
職
と
も
に
前
年
を
上
回
り
、

一
般
職
は
二
四
・
八
％
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。

改
定
額
は
五
二
五
四
円

　

調
査
は
、
毎
年
八
月
に
実
施
し
て
い
る
。

「
製
造
業
」
お
よ
び
「
卸
売
業
、
小
売
業
」

に
つ
い
て
は
常
用
労
働
者
三
〇
人
以
上
、
そ

の
他
の
産
業
は
一
〇
〇
人
以
上
を
雇
用
す
る

企
業
か
ら
抽
出
し
て
調
査
し
、
今
回
の
調
査

で
は
二
〇
四
四
社
か
ら
回
答
を
得
た
。
今
回

発
表
さ
れ
た
集
計
結
果
は
一
〇
〇
人
以
上
の

一
八
二
三
社
に
つ
い
て
集
計
し
た
も
の
。

　

二
〇
一
四
年
中
に
賃
金
の
改
定
を
実
施
、

ま
た
は
予
定
し
て
い
る
企
業
は
八
五
・
七
％

で
、
そ
の
内
訳
は
、「
一
人
平
均
賃
金
を
引
き

上
げ
る
」
が
八
三
・
六
％
、「
一
人
平
均
賃
金

を
引
き
下
げ
る
」
が
二
・
一
％
だ
っ
た
。
引

き
上
げ
る
企
業
の
割
合
は
前
年
を
三
・
八
ポ

イ
ン
ト
上
回
っ
て
い
る
。

　

賃
金
の
改
定
（
定
昇
、
ベ
ア
、
手
当
等
）

を
実
施
し
、
ま
た
は
予
定
し
て
い
て
額
も
決

定
し
て
い
る
企
業
お
よ
び
賃
金
の
改
定
を
実

施
し
な
い
企
業
に
つ
い
て
、
一
人
平
均
賃
金

の
改
定
額
を
み
る
と
、
五
二
五
四
円
で
前
年

（
四
三
七
五
円
）
を
上
回
り
、
改
定
率
で
み

る
と
前
年
比
〇
・
三
ポ
イ
ン
ト
増
の
一
・
八
％

と
な
っ
て
い
る
。

　

改
定
額
・
率
を
規
模
別
に
み
る
と
、「
五
〇

〇
〇
人
以
上
」
が
六
〇
四
四
円
・
一
・
九
％
、

「
一
〇
〇
〇
～
五
〇
〇
〇
人
未
満
」
が
六
一

二
六
円
・
二
・
一
％
、「
三
〇
〇
～
一
〇
〇
〇

人
未
満
」
が
四
八
四
四
円
・
一
・
七
％
、「
一

〇
〇
～
三
〇
〇
人
未
満
」
が
四
二
二
九
円
・

一
・
六
％
。

重
視
し
た
要
素
は
企

業
業
績
が
ト
ッ
プ

　

賃
金
の
改
定
を
実
施

し
、
ま
た
は
予
定
し
て

い
て
額
も
決
定
し
て
い

る
企
業
お
よ
び
賃
金
の

改
定
を
実
施
し
な
い
企

業
に
つ
い
て
、
定
昇
制

度
の
有
無
を
み
る
と
、

管
理
職
で
は
、「
あ
り
」

が
七
三
・
〇
％
で
、「
な

い
」が
二
六
・
四
％
だ
っ

た
。
一
般
職
で
は
「
あ

り
」
が
八
〇
・
〇
％
で
、

「
な
い
」が
一
九
・
二
％
。

　

定
昇
が
あ
る
企
業
に

つ
い
て
、
ベ
ー
ス
ア
ッ

プ
の
実
施
状
況
を
尋
ね
る
と
、
定
昇
と
ベ
ア

を
区
別
し
て
い
る
企
業
は
、管
理
職
で
六
二
・

一
％
。「
ベ
ア
を
行
っ
た
・
行
う
」
は
一
八
・

六
％
で
前
年
か
ら
七
・
一
ポ
イ
ン
ト
増
加
し

た
。

　

一
般
職
で
定
昇
と
ベ
ア
を
区
別
し
て
い
る

企
業
は
六
六
・
八
％
で
、「
ベ
ア
を
行
っ
た
・

行
う
」
は
前
年
（
一
三
・
九
％
）
を
大
き
く

上
回
る
二
四
・
八
％
と
な
っ
て
い
る
。
ベ
ア

を
行
っ
た
企
業
の
割
合
を
規
模
別
に
み
る
と
、

「
五
〇
〇
〇
人
以
上
」
が
四
五
・
〇
％
、「
一

〇
〇
〇
～
五
〇
〇
〇
人
未
満
」が
三
三
・
一
％
、

「
三
〇
〇
～
一
〇
〇
〇
人
未
満
」
が
三
〇
・

〇
％
、「
一
〇
〇
～
三
〇
〇
人
未
満
」が
二
一
・

九
％
と
、
規
模
が
大
き
い
ほ
ど
ベ
ア
の
実
施

率
が
高
い
。

　

賃
金
の
改
定
を
実
施
し
、
ま
た
は
予
定
し

て
い
て
額
も
決
定
し
て
い
る
企
業
に
、
賃
金

の
改
定
の
決
定
に
あ
た
り
も
っ
と
も
重
視
し

た
要
素
を
尋
ね
る
と
、「
企
業
の
業
績
」
が
五

〇
・
七
％
（
前
年
五
八
・
六
％
）
で
も
っ
と

も
多
く
、「
労
働
力
の
確
保
・
定
着
」
が
五
・

八
％（
同
三
・
九
％
）、「
雇
用
の
維
持
」が
五
・

二
％
（
同
二
・
五
％
）、「
世
間
相
場
」
が
四
・

七
％
（
同
一
・
九
％
）「
親
会
社
ま
た
は
関
連

（
グ
ル
ー
プ
）会
社
の
改
定
の
動
向
」が
四
・

六
％
（
同
五
・
〇
％
）
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。

（
調
査
・
解
析
部
）

ト
ピ
ッ
ク
ス

賃

金

1

賃
上
げ
実
施
・
予
定
が
前
年
比
三
・
八
ポ
イ
ン
ト
増
の
八
三
・
六
％
に
―
―
厚
労
省
調
査

表　１人平均賃金の改定額及び改定率の推移
年 1人平均賃金の改定額（円） 1人平均賃金の改定率（％）

昭和55年　 11,487 7.2
56 13,159 7.8
57 12,802 7.0
58 8,787 4.6
59 9,130 4.7
60 10,218 5.0
61 9,506 4.5
62 7,988 3.6
63 9,731 4.4

平成元年 　 12,085 5.3
2 14,199 6.0
3 14,394 5.9
4 12,939 5.1
5 9,711 3.7
6 7,948 3.0
7 7,206 2.7
8 7,245 2.7
9 7,224 2.6
10 6,079 2.3
11 4,591 1.7
12 4,177 1.5
13 4,163 1.5
14 3,167 1.1
15 3,064 1.0
16 3,751 1.3
17 3,904 1.4
18 4,341 1.6
19 4,367 1.7
20 4,417 1.7
21 3,083 1.1
22 3,672 1.3
23 3,513 1.2
24 4,036 1.4
25 4,375 1.5
26 5,254 1.8




